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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導体配線を有する基体と、
　前記基体に実装され、第１の光を発光する発光素子と、
　前記発光素子の上面に設けられ、該上面の面積よりも大きい底面を有し、該底面が前記
発光素子の上面に対向する内側底面と該内側底面の周りを囲む外周底面とを有し、前記第
１の光の少なくとも一部を吸収して前記第１の光より長波長の光を発光する波長変換部材
と、
　前記波長変換部材の上面に設けられた光反射膜と、
　前記発光素子、前記波長変換部材及び光反射膜を被覆する封止部材と、
　前記外周底面の下に設けられ前記発光素子の側面を覆う透光性部材と、
　前記透光性部材の外側で前記発光素子の側面を覆う白色部材と、
　を含む発光装置。
【請求項２】
　前記透光性部材の表面は、前記波長変換部材から離れるにしたがって前記発光素子の側
面に近づくように傾斜した傾斜面である請求項１に記載の発光装置。
【請求項３】
　前記傾斜面を覆いかつ前記透光性部材より低い屈折率を有する部材を有する請求項２に
記載の発光装置。
【請求項４】
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　前記封止部材の幅（Ｗ）に対する高さ（Ｈ）の比（Ｈ／Ｗ）が０．５より小さい請求項
１～３のいずれか１項に記載の発光装置。
【請求項５】
　前記封止部材の表面は凸状の曲面で形成されている、請求項１～４のいずれか１項に記
載の発光装置。
【請求項６】
　前記光反射膜が、誘電体多層膜で形成されている請求項１～５のいずれか１項に記載の
発光装置。
【請求項７】
　前記発光装置が出射する光の全光量の３０％以上が、前記基体の上面に対して仰角２０
゜未満の方向に出射される請求項１～６のいずれか１項に記載の発光装置。
【請求項８】
　前記発光装置が出射する光の全光量の４０％以上が、前記基体の上面に対して仰角２０
゜未満の方向に出射される請求項１～７のいずれか１項に記載の発光装置。
【請求項９】
　前記封止部材の幅（Ｗ）に対する高さ（Ｈ）の比（Ｈ／Ｗ）が０．３以下である請求項
１～８のいずれか１項に記載の発光装置。
【請求項１０】
　前記発光素子はフリップチップ実装されている、請求項１～９のいずれか１項に記載の
発光装置。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか１項に記載の発光装置を複数備え、前記発光装置間にそれぞ
れ光反射部材が配置されている集積型発光装置。
【請求項１２】
　前記光反射部材の高さが、前記発光装置間の距離の０．３倍以下である請求項１１に記
載の集積型発光装置。
【請求項１３】
　前記光反射部材の高さが、前記発光装置間の距離の０．２倍以下である請求項１１に記
載の集積型発光装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、発光装置および集積型発光装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、様々な電子部品が提案され、また実用化されており、これらに求められる性能も
高くなっている。特に、電子部品には、厳しい使用環境下でも長時間性能を維持すること
が求められている。このような要求は、発光ダイオード（ＬＥＤ：Light Emitting Diode
）をはじめとする半導体発光素子を利用した発光装置についても例外ではない。すなわち
、一般照明分野や車載照明分野において、発光装置に要求される性能は日増しに高まって
おり、更なる高出力（高輝度）化や高信頼性が要求されている。さらに、これらの高い性
能を維持しつつ、低価格で供給することも発光装置には要求されている。
　液晶テレビに使用されるバックライトや一般照明器具等では、デザイン製が重要視され
、薄型化の要望が高い。
【０００３】
　例えば特許文献１には、サブマウントにフリップチップ実装された発光素子の上面にリ
フレクタを設けることで、バックライトの薄型化を実現する発光装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】



(3) JP 6985622 B2 2021.12.22

10

20

30

40

50

【特許文献１】特開２００８－４９４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来のバックライト光源は、薄型化の要求に十分応えられていない。
【０００６】
　本発明に係る実施形態は、かかる事情に鑑みてなされたものであり、広配光でかつ各種
発光色の発光が可能な発光装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本実施形態に係る発光装置は、導体配線を有する基体と、前記基体に実装され、第１の
光を発光する発光素子と、前記発光素子の上面に設けられ、前記第１の光の少なくとも一
部を吸収して前記第１の光より長波長の光を発光する波長変換部材と、前記波長変換部材
の上面に設けられた光反射膜と、前記発光素子、前記波長変換部材及び光反射膜を被覆す
る封止部材と、を有し、
　前記封止部材の幅（Ｗ）に対する高さ（Ｈ）の比（Ｈ／Ｗ）が０．５より小さい。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明に係る実施形態によれば、灯具全面に蛍光体シートを形成したり、二次レンズを
使用したりすることなく、広配光の白色光源が可能となる。これにより、本実施形態に係
る発光装置を、例えば、バックライト光源に適用すると、薄型のバックライト光源が実現
できる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１Ａ】第１実施形態の発光装置の一例を示す断面図である。
【図１Ｂ】第１実施形態の変形例の発光装置の一例を示す断面図である。
【図２】第２実施形態の発光装置の一例を示す断面図である。
【図３】第３実施形態の発光装置の一例を示す断面図である。
【図４】誘電体多層膜の入射角に対する透過率を示すグラフである。
【図５】第４実施形態の発光モジュール４００の断面図である。
【図６】（ａ）は、第４実施形態の発光モジュール４００に使用することができる板状部
材４１０’の上面図であり、（ｂ）は、（ａ）のＡ－Ａ断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態について適宜図面を参照して説明する。ただし、以下に説明
する発光装置は、技術思想を具体化するためのものであって、特定的な記載がない限り、
本発明を以下のものに限定しない。また、一つの実施の形態、実施例において説明する内
容は、他の実施の形態、実施例にも適用可能である。
　さらに以下の説明において、同一の名称、符号については同一もしくは同質の部材を示
しており、詳細な説明を適宜省略する。さらに、本発明を構成する各要素は、複数の要素
を同一の部材で構成して一の部材で複数の要素を兼用する態様としてもよいし、逆に一の
部材の機能を複数の部材で分担して実現することもできる。
【００１１】
［第１実施形態］
　図１Ａは、第１実施形態の発光装置（発光装置１００）の構成を示す概略断面図である
。
　図１Ａに示されるように、本実施形態は、表面に導体配線１０２が設けられた基体１０
１と、基体１０１に載置される発光素子１０５を有する。発光素子１０５は、基体１０１
の表面に設けられた少なくとも一対の導体配線１０２に跨がるように、接続部材１０３を
介してフリップチップ実装されている。発光素子１０５の光取り出し面側（発光素子１０
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５の上面）には発光素子１０５より一回り大きい波長変換部材１０６が設けられており、
その光取り出し面側に光反射膜１０７が形成されている。具体的には、波長変換部材１０
６の発光素子１０５に対向する底面の面積は、発光素子１０５の上面の面積よりも大きく
なっており、発光素子１０５の上面の外周端が波長変換部材１０６の底面の外周端の内側
に位置するように、波長変換部材１０６が発光素子１０５上に設けられている。また、光
反射膜１０７は、波長変換部材１０６の光取り出し面のほぼ全面に設けられている。
また、第１実施形態の発光装置１００は、発光素子１０５および波長変換部材１０６を覆
う透光性の封止部材１１０を備えている。導体配線１０２の上には、少なくとも発光素子
１０５が電気的に接続される領域を除いて、絶縁部材１０４が設けられていてもよい。尚
、図１Ａにおいて、１１２の符号を付して示すものは、必要に応じて設けられる光反射部
材であり、後述の第４実施形態で説明するように構成してもよいし、パッケージの側壁に
より構成されていてもよい。
【００１２】
　光反射膜１０７は、例えば、発光素子１０５から放射される光と、波長変換部材１０６
で波長変換された光とを合わせた全光量の７０％以上を反射する。
これにより、発光素子１０５や波長変換部材１０６から放射される光の内、基体１０１の
垂直方向（発光素子１０５の上面）の成分の多くは光反射膜１０７により反射され、基体
１０１の水平方向の成分が増加する。
この様な構成とすることで、バットウイング配光特性を実現することが出来る。
　ここで、バットウイング配光特性とは、配光角が９０°以下の第１領域に配光角が９０
°のときの強度より大きい強度の第１ピークを有し、配光角が９０°以上の第２領域に配
光角が９０°のときの強度より大きい強度の第２ピークを有するような配光特性を言う。
【００１３】
　また、第１実施形態の発光装置１００において、図１Ａに示すように、発光素子１０５
の側面は、白色樹脂等の白色部材１０８で覆われていることが好ましい。このようにする
と、発光素子１０５から出射する光はほぼ全て波長変換部材１０６を通過する。
これにより、発光装置１００から出射する光はほぼ全て波長変換部材１０６からの出射と
なり、配向角による色ムラを抑制することが出来る。発光素子１０５の側面が白樹脂で覆
われていない場合は広配向角から発光装置１００を観測すると発光素子１０５の発光色が
ダイレクトに見えてしまい、上段の波長変換部材１０６との色差が目立ってしまう。
　発光素子１０５および波長変換部材１０６は、透光性の封止部材１１０により被覆され
る。封止部材１１０は、発光素子１０５等を外部環境から保護するとともに、波長変換部
材１０６等から出力される光を光学的に制御するため、発光素子１０５および波長変換部
材１０６を被覆するように基体上に配置される部材である。封止部材１１０は略ドーム状
に形成されており、本実施形態においては、波長変換部材１０６は封止部材１１０で直接
被覆されている。
【００１４】
　封止部材１１０は、上面視においてその外形が円形もしくは楕円形となるように形成さ
れることが好ましく、光軸方向の封止部材の高さ（Ｈ）が、上面視における封止部材の径
（幅：Ｗ）の０．５より小さい比率で形成されている。尚、楕円形の場合、幅の長さには
長径と短径が存在するが、本明細書では短径を封止径（Ｗ）とする。封止部材１１０の表
面は、例えば、凸状の曲面で形成されている。
　この様な構成とすることで、波長変換部材１０６から出た光は、封止部材１１０と空気
の界面で屈折し、より広配光化させることが可能となる。
　ここで、封止部材の高さ（Ｈ）は、図１Ａに示すように、発光素子１０５の実装面から
の最大の高さを指すものとする。また、封止部材の幅（Ｗ）とは、封止部材の底面の形状
が円形の場合は上述のように径を指すものとし、その他の形状の場合は、もっとも長さの
短いところのことを指すものとする。
　図１Ａに示す第１実施形態の発光装置１００では、封止部材１１０の表面を凸状の曲面
としたが、より広配光とするためには、封止部材１１０の光軸方向の中央部を平坦又は凹
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状にするのが望ましい。特に、図１Ｂに示すように、封止部材１１０の光軸方向の中央部
を凹形状にすることでレンズ効果により光軸方向への光量を少なくすることが出来、より
広配光のバットウイング配向が実現できる。
【００１５】
　以下、本実施の形態に係る発光装置１００の好ましい形態について説明する。
（基体１０１）
　基体１０１は、発光素子１０５を載置するための部材である。基体１０１はその表面に
、発光素子１０５に電力を供給するための導体配線１０２を有している。
　基体１０１の材料としては、例えば、セラミックス、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、
ポリイミド樹脂、ＢＴレジン、ポリフタルアミド（ＰＰＡ）、ポリエチレンテレフタレー
ト（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）等の樹脂が挙げられる。なかでも、
低コストと、成型容易性の点から、樹脂を材料として選択することが好ましい。基板の厚
みは適宜選択することができ、ロール・ツー・ロール方式で製造可能なフレキシブル基板
、あるいはリジット基板のいずれであってもよい。リジット基板は湾曲可能な薄型リジッ
ト基板であってもよい。
【００１６】
　耐熱性及び耐光性に優れた発光装置とするためには、セラミックスを基体１０１の材料
として選択することが好ましい。セラミックスとしては、例えば、アルミナ、ムライト、
フォルステライト、ガラスセラミックス、窒化物系（例えば、ＡｌＮ）、炭化物系（例え
ば、ＳｉＣ）等が挙げられる。なかでも、アルミナからなる又はアルミナを主成分とする
セラミックスが好ましい。
【００１７】
　また、基体１０１を構成する材料に樹脂を用いる場合は、ガラス繊維や、ＳｉＯ２、Ｔ
ｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３等の無機フィラーを樹脂に混合し、機械的強度の向上、熱膨張率の低
減、光反射率の向上等を図ることもできる。また、基体１０１としては、一対の導体配線
１０２を絶縁分離できるものであればよく、金属部材に絶縁層を形成している、いわゆる
金属基板を用いてもよい。
【００１８】
（導体配線１０２）
　導体配線１０２は、発光素子１０５の電極と電気的に接続され、外部からの電流（電力
）を供給するための部材である。すなわち、外部から通電させるための電極またはその一
部としての役割を担うものである。通常、正と負の少なくとも２つに離間して形成される
。
【００１９】
　導体配線１０２は、発光素子１０５の載置面となる基体の、少なくとも上面に形成され
る。導体配線１０２の材料は、基体１０１として用いられる材料や製造方法等によって適
宜選択することができる。例えば、基体１０１の材料としてセラミックスを用いる場合は
、導体配線１０２の材料は、セラミックスシートの焼成温度にも耐え得る高融点を有する
材料が好ましく、例えば、タングステン、モリブデンのような高融点の金属を用いるのが
好ましい。さらに、その上に鍍金やスパッタリング、蒸着などにより、ニッケル、金、銀
など他の金属材料にて被覆してもよい。
【００２０】
　また、基体１０１の材料としてガラスエポキシ樹脂を用いる場合は、導体配線１０２の
材料は、加工し易い材料が好ましい。また、射出成型されたエポキシ樹脂を用いる場合に
は、導体配線１０２の材料は、打ち抜き加工、エッチング加工、屈曲加工などの加工がし
易く、かつ、比較的大きい機械的強度を有する部材が好ましい。具体例としては、銅、ア
ルミニウム、金、銀、タングステン、鉄、ニッケル等の金属、または、鉄－ニッケル合金
、りん青銅、鉄入り銅、モリブデン等の金属層やリードフレーム等が挙げられる。また、
リードフレームの表面を、リードフレーム本体とは異なる他の金属材料で被覆してもよい
。この材料は特に限定されないが、例えば、銀のみ、あるいは、銀と、銅、金、アルミニ
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ウム、ロジウム等との合金、または、これら、銀や各合金を用いた多層膜とすることがで
きる。また、金属材料の被覆方法は、鍍金法の他にスパッタ法や蒸着法などを用いること
ができる。
【００２１】
（接続部材１０３）
　接続部材１０３は、発光素子１０５を基体１０１または導体配線１０２に固定するため
の部材である。本実施形態のようにフリップチップ実装の場合は導電性の部材が用いられ
る。具体的にはＡｕ含有合金、Ａｇ含有合金、Ｐｄ含有合金、Ｉｎ含有合金、Ｐｂ－Ｐｄ
含有合金、Ａｕ－Ｇａ含有合金、Ａｕ－Ｓｎ含有合金、Ｓｎ含有合金、Ｓｎ－Ｃｕ含有合
金、Ｓｎ－Ｃｕ－Ａｇ含有合金、Ａｕ－Ｇｅ含有合金、Ａｕ－Ｓｉ含有合金、Ａｌ含有合
金、Ｃｕ－Ｉｎ含有合金、金属とフラックスの混合物等を挙げることができる。
【００２２】
　接続部材１０３としては、液状、ペースト状、固体状（シート状、ブロック状、粉末状
、ワイヤー状）のものを用いることができ、組成や基体の形状等に応じて、適宜選択する
ことができる。また、これらの接続部材１０３は、単一部材で形成してもよく、あるいは
、数種のものを組み合わせて用いてもよい。
【００２３】
（絶縁部材１０４）
　導体配線１０２は、発光素子１０５や他材料と電気的に接続する部分以外は絶縁部材１
０４で被覆されている事が好ましい。すなわち、各図に示されるように、基体上には、導
体配線１０２を絶縁被覆するためのレジストが配置されていても良く、絶縁部材１０４は
レジストとして機能させることができる。
【００２４】
　絶縁部材１０４を配置させる場合には、導体配線１０２の絶縁を行う目的だけでなく、
白色系のフィラーを含有させることにより、光の漏れや吸収を防いで、発光装置１００の
光取り出し効率を上げることもできる。
　絶縁部材１０４の材料は、発光素子からの光の吸収が少ない材料であり、絶縁性であれ
ば特に限定されない。例えば、エポキシ、シリコーン、変性シリコーン、ウレタン樹脂、
オキセタン樹脂、アクリル、ポリカーボネート、ポリイミド等を用いることができる。
【００２５】
（発光素子１０５）
　基体に搭載される発光素子１０５は、公知のものを利用できる。本実施形態においては
、発光素子１０５として発光ダイオードを用いるのが好ましい。
　発光素子１０５は、任意の波長のものを選択することができる。例えば、青色、緑色の
発光素子としては、ＺｎＳｅや窒化物系半導体（ＩｎｘＡｌｙＧａ１－ｘ－ｙＮ、０≦Ｘ
、０≦Ｙ、Ｘ＋Ｙ≦１）、ＧａＰを用いたものを用いることができる。成長基板として透
光性のサファイア基板等を用いることができる。また、赤色の発光素子としては、ＧａＡ
ｌＡｓ、ＡｌＩｎＧａＰなどを用いることができる。さらに、これ以外の材料からなる半
導体発光素子を用いることもできる。用いる発光素子の組成や発光色、大きさや、個数な
どは目的に応じて適宜選択することができる。
【００２６】
　半導体層の材料やその混晶度によって発光波長を種々選択することができる。発光素子
はフリップチップ実装が可能なように、同一面側に正負の電極を有するものであってもよ
いし、異なる面に正負の電極を有するものであってもよい。
【００２７】
　本実施形態の発光素子１０５は、透光性の基板と、その基板の上に積層された半導体層
を有する。この半導体層には、順にｎ型半導体層、活性層、ｐ型半導体層が形成されてお
り、ｎ型半導体層にｎ型電極が形成されており、ｐ型半導体層にｐ型電極が形成されてい
る。
【００２８】
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　発光素子１０５は、図１Ａ等に示すように、接続部材１０３を介して基体１０１の表面
の導体配線１０２にフリップチップ実装されており、電極の形成された面と対向する面、
すなわち透光性基板の主面が光取り出し面となる。しかしながら、本実施形態においては
この光取り出し面に光反射膜１０７を形成するため、発光素子１０５の側面が実質的な光
取り出し面となる。つまり、発光素子１０５から出射して、発光素子１０５の主面側に向
かった光の一部は光反射膜１０７で発光素子１０５内に戻されて、発光素子１０５内部で
反射を繰り返して、発光素子１０５の側面側から出射される。従って、発光装置１００と
しての配光特性（図４の点線参照）は光反射膜１０７を透過した光と、発光素子１０５の
側面から出射した光の合成となる。
【００２９】
　発光素子１０５は、正と負に絶縁分離された２つの導体配線１０２に跨るように配置さ
れており、導電性の接続部材１０３によって電気的に接続され、機械的に固定されている
。この発光素子１０５の実装方法は、半田ペーストを用いた実装方法の他、例えばバンプ
を用いた実装方法とすることができる。また、発光素子１０５としては発光素子が樹脂等
で封止された小型のパッケージ品を用いることも可能であり、特に形状や構造を限定する
物では無い。
【００３０】
　後述するように、波長変換部材を備えた発光装置とする場合には、その波長変換部材１
０６を効率良く励起できる短波長が発光可能な窒化物半導体（ＩｎｘＡｌｙＧａ１－ｘ－

ｙＮ、０≦Ｘ、０≦Ｙ、Ｘ＋Ｙ≦１）が好適に挙げられる。
【００３１】
　なお、フリップチップ実装の例で説明したが、発光素子の絶縁性基板側を実装面とし、
発光素子の上面に形成された電極とワイヤとを接続する実装形態としてもよい。この場合
は発光素子の上面は電極形成面側となり、反射膜は電極形成面側に設けられる。
【００３２】
（光反射膜１０７）
　光反射膜１０７は波長変換部材１０６の主面である光取り出し面側に成膜される。
材料としては、金属や白色フィラー含有樹脂でも良く、少なくとも発光素子１０５が発光
する光（第１の光）と波長変換部材１０６が発光する光（第２の光）を反射する材料であ
れば特に材料は規定されない。
　また、誘電体多層膜を用いることで、吸収の少ない反射膜を得ることが出来る。
　誘電体多層膜の材料としては金属酸化膜材料や金属窒化膜または酸窒化膜等を用いるこ
とが出来る。また、シリコーン樹脂やフッ素樹脂等の有機材を使用する事もでき、特に材
料を規定する物では無い。
【００３３】
　また、誘電体多層膜は、反射帯域の光に対して、図４に示すように、誘電体多層膜に垂
直に入射する光に対する反射率が高く、入射角が大きくなると透過率が高くなるような入
射角に依存する反射特性を有している。したがって、第１実施形態の発光装置において、
光反射膜１０７として誘電体多層膜を用いると、波長変換部材１０６の側面から出射され
る光にさらに光反射膜１０７の上面から光軸に対して大きな角度で出射される光が加わる
ので、発光装置１００から横方向により強い光を出射することが可能になる。これにより
、発光装置１００から横方向に出射される光の割合が、垂直方向に出射される光に比べて
より高い（より強調された）バットウイング配光特性を実現することが可能になる。ここ
で、本明細書において、光軸とは、発光素子１０５の発光面に垂直な軸をいう。また、誘
電体多層膜は、反射特性（垂直に入射された光に対する反射率及び反射率の入射角依存性
等）を、交互に積層する誘電体膜の材料及び積層数等を変更することにより調整すること
が可能である。したがって、第１実施形態の発光装置において、光反射膜１０７として誘
電体多層膜を用いると、誘電体多層膜の反射特性を発光装置に求められる配光特性に合わ
せて設計することが可能になり、容易に所望の配光特性を実現することができる。
【００３４】



(8) JP 6985622 B2 2021.12.22

10

20

30

40

50

（波長変換部材１０６）
　波長変換部材１０６は、発光素子１０５が発光する第１の光の少なくとも一部を吸収し
て第１の光より長波長の光を発光する部材であり、例えば、蛍光体と透光性材料とを含む
板状又はシート状部材である。
　透光性材料としては、透光性樹脂、ガラス等の無機材料が使用できる。透光性樹脂とし
ては、シリコーン樹脂、シリコーン変性樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂などの熱硬
化性樹脂、ポリカーボネート樹脂、アクリル樹脂、メチルペンテン樹脂、ポリノルボルネ
ン樹脂などの熱可塑性樹脂を用いることができる。透光性樹脂としては、特に、耐光性、
耐熱性に優れるシリコーン樹脂が好適である。無機材料としては、例えば、ホウ珪酸ガラ
ス、石英ガラス、サファイアガラス、フッ化カルシウムガラス、アルミノホウ珪酸ガラス
、オキシナイトライドガラス、カルコゲナイドガラス等が挙げられる。
【００３５】
　蛍光体は、発光素子１０５からの発光で励起可能なものが使用される。例えば、青色発
光素子又は紫外線発光素子で励起可能な蛍光体としては、セリウムで賦活されたイットリ
ウム・アルミニウム・ガーネット系蛍光体（Ｃｅ：ＹＡＧ）；セリウムで賦活されたルテ
チウム・アルミニウム・ガーネット系蛍光体（Ｃｅ：ＬＡＧ）；ユウロピウムおよび／又
はクロムで賦活された窒素含有アルミノ珪酸カルシウム系蛍光体（ＣａＯ－Ａｌ２Ｏ３－
ＳｉＯ２）；ユウロピウムで賦活されたシリケート系蛍光体（（Ｓｒ，Ｂａ）２ＳｉＯ４

）；βサイアロン蛍光体、ＣＡＳＮ系蛍光体、ＳＣＡＳＮ系蛍光体等の窒化物系蛍光体；
ＫＳＦ系蛍光体（Ｋ２ＳｉＦ６：Ｍｎ）；硫化物系蛍光体、量子ドット蛍光体などが挙げ
られる。これらの蛍光体と、青色発光素子又は紫外線発光素子と組み合わせることにより
、様々な色の発光装置（例えば白色系の発光装置）を製造することができる。
【００３６】
　波長変換部材１０６において、上記蛍光体に代えて、量子ドット，有機蛍光材料，有機
燐光材料などを用いても良い。
また、その蛍光体材料等は、単独で使用しても良く、組み合わせて使用しても良い。
【００３７】
（封止部材１１０）
　封止部材１１０の材料としては、エポキシ樹脂やシリコーン樹脂あるいはそれらを混合
させた樹脂や、ガラスなどの透光性材料を用いることができる。これらのうち、耐光性お
よび成形のしやすさを考慮して、シリコーン樹脂を選択することが好ましい。
【００３８】
　なお封止部材１１０には、光拡散材に加え、着色剤を含有させることもできる。
　封止部材１１０にこれらの部材を含有させる場合、配光特性になるべく影響の与えない
ものを用いることが好ましい。たとえば、含有させる部材の粒径が０．２μｍ以下のもの
であれば、配光特性に与える影響が少ないため好ましい。なお、本明細書中において粒径
とは平均粒径のことをいうものとし、平均粒径の値は、空気透過法を利用したＦ．Ｓ．Ｓ
．Ｓ．Ｎｏ（Ｆｉｓｈｅｒ－ＳｕｂＳｉｅｖｅ－Ｓｉｚｅｒｓ－Ｎｏ．）によるものとす
る。
【００３９】
　封止部材１１０は、発光素子１０５や波長変換部材１０６を被覆するように圧縮成型や
射出成型によって形成することができる。その他、封止部材１１０の材料の粘度を最適化
して、波長変換部材１０６の上に滴下もしくは描画して、材料自体の表面張力によって、
形状を制御することも可能である。
【００４０】
　後者の形成方法による場合には、金型を必要とすることなく、より簡便な方法で封止部
材を形成することができる。また、このような形成方法による封止部材の材料の粘度を調
整する手段として、その材料本来の粘度の他、上述したような光拡散材、波長変換部材、
着色剤を利用して所望の粘度に調整することもできる。
【００４１】
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［第２実施形態］
　図２は、第２実施形態の発光装置２００の断面図である。
　第２実施形態の発光装置２００は、発光素子１０５側面に透光性部材１０９が逆テーパ
ー状に形成されているおり、その外側に白色部材１０８が形成されている点で第１実施形
態とは異なり、その他の構成は第１実施形態と同様である。
　以下、第１実施形態と異なる点について説明する。
【００４２】
　第１実施形態の発光装置に関して記載したように、波長変換部材１０６の発光素子１０
５に対向する底面の面積は、発光素子１０５の上面の面積よりも大きくなっており、発光
素子１０５の上面の外周端が波長変換部材１０６の底面の外周端の内側に位置するように
、波長変換部材１０６が発光素子１０５上に設けられている。本明細書及び以下の説明に
おいて、波長変換部材１０６の底面において、発光素子１０５の上面の直上に対向する部
分を内側底面といい。内側底面の外側に位置する部分を外周底面という。
【００４３】
　第２実施形態の発光装置２００は、この外周底面の下に前記発光素子の側面を覆う透光
性部材１０９を有している。そして、透光性部材１０９の表面は、波長変換部材１０６か
ら離れるにしたがって発光素子１０５の側面に近づくように傾斜した傾斜面となっている
。
【００４４】
　以上のように構成された透光性部材１０９を有する第２実施形態の発光装置２００は、
発光素子１０５側面より出射した光が、透光性部材１０９の傾斜面で反射され、効率よく
波長変換部材１０６に入射することが出来、発光効率が向上する。
透光性部材１０９は発光素子１０５と波長変換部材１０６の界面にも形成して接着剤とし
ての機能を果たすようにしても良い。
【００４５】
　第２実施形態の発光装置２００において、透光性部材１０９の外側には、白色部材１０
８に代えて透光性部材１０９よりも屈折率の低い部材が形成されていても良いし、白色部
材１０８と透光性部材１０９の間に、透光性部材１０９より屈折率の低い部材が形成され
ていても良い。透光性部材１０９より屈折率の低い部材には、例えば、透光性部材１０９
より屈折率の低い透光性部材及び透光性部材１０９よりも屈折率の低い白樹脂等が含まれ
る。
　ここで、透光性部材１０９は、透光性樹脂、ガラス等の透光性材料から形成することが
できる。透光性樹脂としては、特に、シリコーン樹脂、シリコーン変性樹脂、エポキシ樹
脂、フェノール樹脂などの熱硬化性の透光性樹脂であるのが好ましい。透光性部材１０９
は発光素子１０５の側面と接触しているので、点灯時に発光素子１０５で発生する熱の影
響を受けやすい。熱硬化性樹脂は、耐熱性に優れているので、透光性部材１０９に適して
いる。なお、透光性部材１０９は、光の透過率が高いことが好ましい。そのため、通常は
、透光性部材１０９に、光を反射、吸収又は散乱する添加物は添加されないことが好まし
い。しかし、望ましい特性を付与するために、透光性部材１０９に添加物を添加するのが
好ましい場合もある。例えば、透光性部材１０９の屈折率を調整するため、または硬化前
の透光性部材の粘度を調整するために、各種フィラーを添加してもよい。
【００４６】
［第３実施形態］
　図３は、第３実施形態の発光装置３００の断面図である。
　第３実施形態の発光装置３００は、波長変換部材１０６の下面の外周底面に撥油材１１
１を形成した点で第２実施形態とは異なり、その他の構成は第２実施形態と同様である。
　以下、第２実施形態と異なる点について説明する。
【００４７】
　第３実施形態の発光装置３００において、撥油材１１１は、波長変換部材１０６の内側
底面から所定の間隔ｘをおいて外周底面の外周に沿って形成され、外周底面において撥油
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材１１１が形成された部分を除く外周底面の下に発光素子１０５の側面を覆う透光性部材
１０９を有している。そして、透光性部材１０９の表面は、波長変換部材１０６から離れ
るにしたがって発光素子１０５の側面に近づくように傾斜した傾斜面となっている。以上
説明したことから理解されるように、撥油材１１１の内周端と波長変換部材１０６の内側
底面との間隔ｘは、所望の断面形状を有する透光性部材１０９が形成されるように設定さ
れる。
【００４８】
　第３実施形態の発光装置３００において、以上のように構成された撥油材１１１を設け
ることで、白色部材１０８の、波長変換部材１０６側面への這い上がりを防ぐことが出来
、配向特性のバラツキを低減することが出来る。
加えて、透光性部材１０９を発光素子１０５と波長変換部材１０６の接着剤として使用す
るときに、透光性部材１０９の広がりを抑制し発光素子１０５を波長変換部材１０６の中
心に位置合わせしやすくなり、さらには透光性部材１０９の逆テーパー形状の形成時の形
状バラツキを抑えることができる。
尚、撥油材としては特に限定する物では無いが、フッ素系材料等が利用可能である。
【００４９】
　以上の第１～第３実施形態の発光装置によれば、広配光の発光装置を提供できる。
　また、第１～第３実施形態の発光装置において、発光素子１０５及び波長変換部材１０
６に含有させる蛍光体を種々組み合わせることにより、各種発光色を発光させることがで
きる発光装置を提供することができる。
　したがって、第１～第３実施形態の発光装置によれば、広配光でかつ各種発光色の発光
が可能な発光装置を提供することができる。
【００５０】
［第４実施形態］
　図５は、第４実施形態の発光モジュール４００の断面図である。
　第４実施形態の発光モジュール４００は、基体４０１上に第１実施形態と同様に構成さ
れた発光装置１００が複数設けられ、各発光装置１００の間に光反射部材４１０が配置さ
れた集積型発光装置である。また、発光装置１００及び光反射部材４１０の上方には、発
光素子１０５の上面と略平行になるように発光素子１０５からの光を拡散するための光拡
散板４１１が配置されている。
【００５１】
　従来の集積型発光装置は、一般的に、基体と光拡散板の距離（以後、光学距離：ＯＤと
もいう）／発光素子間隔（以後Ｐｉｔｃｈともいう）が小さくなるに従い、光拡散板４１
１の面上で発光素子１０５間の光量が少なくなり暗部が発生する。
　しかしながら、第４実施形態の発光モジュール４００は、バットウイング配光特性を有
する複数の発光装置１００と、隣接する発光装置１００間に配置された光反射部材４１０
を備えることにより、発光素子間の光量を光反射部材４１０による反射光で補うことがで
きるので、より小さなＯＤ／Ｐｉｔｃｈであっても光拡散板４１１の面上での輝度ムラを
小さくできる。
【００５２】
　第４実施形態の発光モジュール４００において、光反射部材４１０の光反射面は、基体
４０１に対して傾斜しており、その傾斜角度θは、各発光装置１００の配光特性を考慮し
て光拡散板４１１の面上での輝度ムラが小さくなるように設定する。また、複数配置され
る発光装置１００の配光特性は、光拡散板４１１の面上における輝度むらを抑えかつ薄型
の発光モジュール４００を実現するために、発光素子の発光面に垂直な方向により規定さ
れる光軸とのなす角度が大きい領域での光量が大きくなるような配光特性を有しているこ
とが好ましい。
【００５３】
　例えば、ＯＤ／Ｐｉｔｃｈが０．２以下と小さくなると、発光素子１０５の発光面を基
準にしたときの、光反射部材４１０へ入射する光は仰角で２２゜未満となる。従って低Ｏ
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Ｄ／Ｐｉｔｃｈが０．２以下の場合、光反射部材４１０による光の反射効率を上げるため
に、発光装置１００の配光特性は、たとえば、基体の上面に対して仰角２０゜未満の光量
が多くなっていることが好ましい。具体的には、発光強度の第１及び第２ピークが仰角２
０゜未満の範囲に位置することが好ましい。言い換えると、発光装置１００の配光特性は
、基体４０１の垂直方向の配光角を９０°としたとき、配光角が９０°～０°の範囲にお
ける第１ピークが配光角２０゜未満の領域にあり、配光角が９０°～１８０°の範囲にお
ける第２ピークが配光角１６０°より大きい領域にあることが好ましい。また、配光角２
０゜未満の光量が全体の光量の３０％以上であることが好ましく、より好ましくは４０％
以上である。
【００５４】
（光反射部材４１０）
　光反射部材４１０は、上述したように、隣接する発光装置１００の間に設置される。
　材料としては、少なくとも発光装置１００からの光を反射する材料であれば特に材料は
限定されない。たとえば金属板や白色フィラー含有樹脂を好適に用いることができる。
　また、光反射部材の反射面として誘電体多層膜を用いることで、吸収の少ない反射面を
得ることも出来る。加えて、膜の設計で反射率を任意に調整出来、また、角度により反射
率を制御することも可能となる。
【００５５】
　光反射部材４１０の高さおよび基体４０１の表面に対する光反射面の傾斜角度θについ
ては、任意の値を取ることが可能であり、またその反射面は平面であっても曲面であって
もよく、光拡散板４１１の面上で輝度ムラが小さくなるように最適な傾斜角度θ及び反射
面の形状とすることが可能である。光反射部材４１０の高さは、発光素子間の距離（Ｐｉ
ｔｃｈ）の０．３倍以下、より好ましくは０．２倍以下である事が好ましく、これにより
薄型でかつ輝度むらが低減された発光モジュール４００を提供することができる。
【００５６】
　また、使用温度が大きく変わるような環境で使用される発光モジュール４００では、光
反射部材４１０と基体４０１との線膨張係数を近づけることが好ましい。この光反射部材
４１０と基体４０１間の線膨張係数が大きく違うと、温度変化により発光モジュール４０
０に反りが発生したり、構成部材間、特に発光装置１００と光反射部材４１０間の位置関
係がずれたりして所望の光学特性が得られなくなるためである。また、線膨張係数が異な
っていても発光モジュール４００全体が反らない様に、弾性変形が可能なフィルムを折り
曲げたフィルム成形品で光反射部材４１０を形成してもよい。フィルム成形品で光反射部
材４１０を形成すると、熱膨張係数の違いによる変形を各部分で分散して吸収することが
でき、発光モジュール４００全体が反らないようにできる。
【００５７】
　また、光反射部材４１０はそれぞれ個別に成形又は作製するのではなく、図６（ａ）及
び図６（ｂ）に示すように、複数の光反射部材４１０を一体で成形することにより１つの
板状部材４１０’として構成するようにしてもよい。図６（ａ）は、板状部材４１０’の
上面図であり、図６（ｂ）は、図６（ａ）のＡ－Ａ断面図である。この板状部材４１０’
は、例えば、それぞれ発光装置１００が設けられる位置に対応した複数の貫通孔４１３を
有し、各貫通孔４１３の周りには、光反射部材４１０が配置される。これにより、板状部
材４１０’が基体４０１上に載置されたときにその貫通孔４１３の周りに、基体４０１の
表面に対する傾斜角度がθである光反射面が形成される。発光装置１００は、板状部材４
１０’を基体４０１上に接合した後に、貫通孔４１３内に実装してもよいし、発光装置１
００を、基体４０１上の所定の位置に実装した後に、各発光装置１００がそれぞれ対応す
る貫通孔４１３内に位置するように、板状部材４１０’を基体４０１上に接合するように
してもよい。
【００５８】
　この板状部材４１０’は、金型成形、真空成形、圧空成形、プレス成形等で形成するこ
とができる。また、光反射部材４１０は、板状部材４１０’に代えて、基体４０１上に直
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素子間の距離の０．３倍以下であることが好ましく、たとえば、発光素子間の距離の０．
２倍以下であることがより好ましい。
【００５９】
　以上のように構成された第４実施形態の発光モジュール４００は、広配光のバットウィ
ング配光特性を有する複数の発光装置１００と隣接する発光装置１００間にそれぞれ設け
られた光反射部材４１０を備えているので、薄型のバックライト用の光モジュールを提供
できる。
【００６０】
　以上のように構成された第４実施形態の発光モジュール４００は、個々の発光装置１０
０がそれぞれ波長変換部材１０６を備えているので、従来の発光モジュールにおいて光拡
散板４１１の上面又は下面に設けられた蛍光体シートを設けることなく、白色のバックラ
イト用の光モジュールを実現できる。これにより、高価な蛍光体の使用量を少なくできる
ので、バックライト用の発光モジュールを安価に提供できる。
【００６１】
　以上の第４実施形態の発光モジュール４００の説明では、第１実施形態の発光装置１０
０を用いた例により説明したが、第２実施形態の発光装置２００、第３実施形態の発光装
置３００を含む他の広配光の発光装置を用いて構成してもよい。
【産業上の利用可能性】
【００６２】
　本発明の発光装置および発光モジュールは、液晶ディスプレイのバックライト光源、各
種照明器具などに利用することができる。
【符号の説明】
【００６３】
　１００、２００、３００　発光装置
　１０１　基体
　１０２　導体配線
　１０３　接続部材
　１０４　絶縁部材
　１０５　発光素子
　１０６　波長変換部材
　１０７　光反射膜
　１０８　白色部材
　１０９　透光性部材
　１１０　封止部材
　１１１　撥油材
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